
○出勤簿廃止に伴う職員の出勤管理について

（昭和58年11月17日島警第334号県警察本部長例規通達）

この度、島根県警察職員の服務に関する訓令（昭和31年島根県警察訓令第７号）の一部

を改正し、出勤簿を廃止したが、今後職員の出勤管理を次の方法により実施することとし

たので、部下職員に周知するとともに厳正な服務の運用に努められたい。

記

１ 出勤簿廃止の理由

従来、職員の出勤等の勤務管理は、出勤簿によって行っていたところであるが、複雑

多様で特殊な勤務を内容とする警察職員が、定時という一時期をとらえて自ら押印する

ことは実情に沿わない面があり、かつ、事務上混雑を生ずる等の問題点もある。

本来、職員には、その職務に応じた勤務時間が割り振られており、その勤務時間内は

職務専念義務（地方公務員法第35条）が課され、休暇等による休務者以外はすべて勤務

しており、実務的には職場の各級監督者が部下の管理責任上それらの実情を把握してい

るのが現状である。

したがって、職員の出勤状態の管理は休暇等の管理を厳正にするとともに、職場の各

級監督者が部下職員の勤務管理を的確に実施することにより、出勤簿以上の実効がある

ことは明白であり、この度、職員の出勤管理体制を整えた上、従来の出勤簿を廃止する

こととしたものである。

２ 出勤管理の要領

⑴ 出勤の確認者

職員の出勤状況確認は、別表第１「出勤等確認区分表」に定める各職場の確認者（以

下「確認者」という。）が、その確認区分に基づいて行うこととする。

⑵ 出勤の確認要領

ア 休暇等の把握

職員の休暇等によって休務する場合は、島根県警察職員の服務に関する訓令（平

成10年島根県警察訓令第24号）の定める要領により事前に願い出をさせ、確認者は、

休暇願届カード、週休日の振替簿により職員の休暇を確実に把握すること。

イ 出勤の確認方法

確認者は、職員が定時に事務を開始できるよう出勤しているかどうかを確認する

こと。（駐在所等の遠隔地で勤務する職員の確認は電話で行うこと。）ただし、出

張等の用務を命ぜられ勤務場所（公署）以外で既に勤務についていることが明白な

ものはこの限りでない。

ウ 出勤状況の報告

確認者は、職員の出勤状況を把握し上司に報告すること。

エ 欠勤者等の取扱い

確認者は、確認対象職員が休暇、出張等の理由以外で定時に勤務場所に出勤しな

い場合は、直ちに上司に報告するとともに、必要な調査を行い、その事由を確認し

た後、休暇、欠勤等の処置をすること。



オ 各簿冊の適正な管理

出勤簿を廃止したことに伴い、今後職員の出勤管理をする上で、休暇願届カード、

週休日の振替簿が必要であり、これらの取扱いについては関係規程に適合した適正

な取扱いに留意すること。

なお、職員が休暇等の承認を受ける場合は、必ず確認者を経由して所属長の承認

を受けさせること。

３ 勤務状況の記録（勤務整理簿の作成）

職員の出勤管理は出勤簿を廃止して前記方法によって実施するが、勤務状況を記録し

ておく必要があるので、全職員（地方警務官を除く。）について「勤務整理簿」を作成

すること。

４ 勤務整理簿作成要領

⑴ 作成区分

地方警務官を除く全職員について作成する。

⑵ 表示方法

休暇、出張、入校等によって勤務しなかった日を、定められた記号により表示する

こととし、勤務した日は空欄とする。

⑶ 表示時期及び記載要領

ア 表示時期

庶務担当者は、当日の状況を確認し、翌日に記載する。

イ 記載要領

表示記号及び記載要領は、別表第２のとおりとする。

５ 異動者等の取扱い

人事異動等により異動した者については、「勤務整理簿」及び「休暇願届カード」を

異動先の所属へ送付する。

６ 実施時期

この出勤管理等については、昭和59年１月１日から実施する。



別表第１（２関係）

出 勤 等 確 認 区 分 表

確認区分 確 認 者

確認対象職員 第 １ 次 第 ２ 次

部 長 等 本部長 課長等

課（隊）長等 部長等 次長等

警 察 署 長 警務部長 次長等

調査官、管理官、刑事官等これ

に相当する者

次長等（副署長、副隊長、教頭

を含む。） 所属長 次長等

課長補佐等これに相当する者

警察署の各課長

課長補佐及び警察

係長以下の職員 署の各課長（係長 係長又は主任

制の場合は係長）

備考

１ 確認は原則として第１次確認者が行い、第１次確認者が不在の場合第２次確認者が

行うものとする。

２ この表により難い場合は、適宜所属長等が指定し実施するものとする。



別表第２（４関係）

勤 務 整 理 簿 記 載 符 号

項 目 符 号 項 目 符 号

週休日 × 入校 ○校

週休日の振替等 振 替 日 早退 ソ
４時間変更 遅刻 チ

月 日 欠勤 欠
介護欠勤 介 欠

休日勤務の代休指定 代 休 日 育児休業 育 休
月 日 部分休業 部

職務専念義務免除
職免休日（職員の休日及び休暇に関する条例に規 休日 １日単位

定する職員の休日） 時間単位 職免
非番日 ○非 時間外勤務代休時間 代
年次有給休暇 その他

１日単位 ○ネ ○ 時間単位の休暇、早退、遅刻、部分休
時間単位 ネ 業及び職免の場合には、記号と時間を記

公務傷病休暇 入すること。
１日単位 ○公 ○ 休職、退職及び出向の場合には、発令
時間単位 公 日の該当欄にその旨を記入すること。

私傷病休暇 ○ 休職者が復職した場合は、発令日の該
１日単位 ○ヒ 当欄にその旨を記入すること。
時間単位 ヒ ○ 前年から引き続く公務傷病休暇、私傷

特別休暇（夏季休暇、生理休暇、産前産後の 病休暇、育児休業又は休職の時には、年
休暇及び慶弔休暇を含む。） 初めの初日欄に開始年月日を朱記するこ
１日単位 ○ト と。
時間単位 ト

介護休暇
１日単位 介護休暇
時間単位 介護休暇

公務旅行 ○出

赴任途中 ○赴



勤 務 整 理 簿 記 載 要 領

内 容 通 常 勤 務 者 特 別 勤 務 者

週 休 日 １ 日曜日及び土曜日（時間外勤務、宿・日直 １ 週休日

にかかわらず）

週休日の振替等 １ 週休日の振替 １ 左に同じ。

（日曜日と月曜日を振替）

日 月 火 水 木 金 土

振 替 日
４時間変更

月 日

２ ４時間の勤務時間の割振り変更
（月曜日の４時間の勤務時間を日曜日に割振り変更）

日 月 火 水 木 金 土

振 替 日
４時間変更

月 日

休 日 １ 休日（時間外勤務、宿・日直にかかわらず） 休 日 １ 休日の日に勤務計画によって休日と指定された場合 休 日
２ 休日勤務の代休日指定

（月曜日の代休日指定） 日 月 火 日 月 火

２ 休日勤務の代休日指定

代 休 日 （月曜日の代休日指定） 代 休 日

月 日 月 日

３ 休日勤務をして代休日指定を希望しない場合 ３ 休日勤務をして代休日指定を希望しない場合



４ 非番の場合 ○非

５ 週休の場合

６ 休日の日を勤務計画によって勤務日と指定されてい 休 日
るにもかかわらず休んだ場合

年次有給休暇 １ １日取得の場合 ○ネ １ 日勤勤務日については、左に同じ。

２ 交替制勤務者の当番日

２ 時間単位（例：５時間）を取得した場合 ネ５ ⑴ 全勤務時間を取得した場合 ﾈ12 ﾈ4○非

３ 連続（例：５日と４時間）する場合

⑵ ＡＭ８：30～ＰＭ５：15取得し、その後 ﾈ8 ○非

月 火 水 木 金 土 日 月 勤務した場合

○ネ ○ネ ネ４ ○ネ ⑶ 最初勤務し翌日ＡＭ６：30～ＡＭ８：30 ﾈ2○非

取得した場合

注：１ 当番日の休暇は、すべて時間単位として扱うので、当番

日に１日単位の休暇はないことになる。

２ 当番を日勤に勤務変更し休暇を取得した場合は、左と同

じであるが、この場合勤務変更したことを明らかにしてお

かなければならない。（勤務計画等に）

公務傷病休暇 １ １日取得の場合 ○公 １ 左に同じ（注：当番日については、年休の整理方法を準用す

る。）

２ 時間単位の取得（例：３時間） 公３

３ 連続する場合（例：７日）

月 火 水 木 金 土 日 月 火

○公 ○公

私 傷 病 休 暇 １ 公務傷病休暇の記載方法を準用する。 １ 左に同じ。

特 別 休 暇 １ 公務傷病休暇の記載方法を準用する。 １ 左に同じ。



介 護 休 暇 １ 公務傷病休暇の記載方法を準用する。 １ 左に同じ。

公 務 旅 行 １ １日の場合 ○出 １ 左に同じ。

日 月
２ 週休日にかかる場合

○出 ○出

３ 数日にわたる場合

水 木 金 土 日 月 火

○出 休日 ○出

入 校 １ 旅費を伴わない場合 ○校 ○校 １ 左に同じ。

２ 旅費を伴う場合

⑴ 入校当日が旅行日の場合 ○出 ○校 ○校 ○出

⑵ 入校前日が旅行日 ○出 ○校 ○校 ○出

の場合

赴 任 １ 赴任発令日（内示の日ではない。）から着任日までを表示する。 １ 左に同じ。

⑴ 赴任発令日と着任日が同一の場合 ○赴

⑵ 赴任発令日と着任日の間が数日あり、かつ旅費を伴う場合

○赴 ○赴 ○出

注：赴任発令日の赴は、旧所属で記載する。

早 退 １ 時分で記入する。 １ 左に同じ。

⑴ １時間20分の場合

ソ 1 : 2 0



遅 刻 １ 早退の記載方法を準用する。 １ 左に同じ。

欠 勤 １ すべて時分で記入する。 １ 左に同じ。

⑴ １日の場合 欠7:45

⑵ １時間20分（例：ＡＭ9:00～ＡＭ10:20）の場合 欠1:20

介 護 欠 勤 １ 欠勤の記載方法を準用する。 １ 左に同じ。

育 児 休 業 １ 開始日から終了日までを連続した日で記入する。 １ 左に同じ。

育休 育休

部 分 休 業 １ 30分単位で記入する。 １ 左に同じ。

⑴ １時間30分（例：ＡＭ8:30～ＡＭ9:00、

ＰＭ4:15～ＰＭ5:15）の場合 部1:30

職務専念義務免除 １ 公務傷病休暇の記載方法を準用する。 １ 左に同じ。

時間外勤務代休 １ 時分又は時間で記入する。 １ 左に同じ。

時間 ⑴ 時間外勤務代休時間のみを指定する場合

代7:45 又は 代４

⑵ 年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合

ア ７時間45分（例：年次有給休暇４時間＋時間外勤務代休時間３時

間45分）の場合

ネ４代3:45

イ ４時間（例：年次有給休暇２時間＋時間外勤務代休時間２時間）

の場合

ネ２代２



そ の 他 非常勤嘱託員の記載要領については、上記の例によるほか、次の方法により行う。

１ 日曜日以外の週休日についても×印で表示する。

２ 時間制により勤務する嘱託員が勤務した場合は、その勤務時間数を記入する。

年次有給休暇欄 １ 出勤率の算出方法

出 勤 日
出勤率＝

全勤務日

出勤日＝出勤日数＋年次有給休暇＋公務傷病等休暇＋夏季休暇＋生理休暇＋産前産後の休暇＋慶弔休暇＋特別休暇＋介護休暇＋職務

専念義務免除＋育児休業

全勤務日＝全日数－（週休日＋休日）

注：出動日数とは、現実に勤務した日数のことである。したがって、その日の一部を勤務した日も含むものである。


